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の本来的な限界があり、被害者の望みや思いを訴訟の中でどれだけ拾うことがで

きるかは疑問である。訴訟制度で遺族の望む死因究明や医療紛争等を解決するこ

とには限界がある。 

d） 裁判による医療紛争処理には多くの問題があり、患者側も医療側も納得をしてい

ないという現状がある。双方の納得を得て、国民の社会制度への信頼を取り戻す

ことが、現在の医療崩壊を食い止めるのに何よりも重要ではないか。 
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